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平成 30 年度家庭エコ診断制度の事業成果について 

 

１．都道府県ごとの推定 CO2 排出割合(平成 30 年度) 
 

 
図 1 都道府県ごとの推定 CO2 排出割合 

※1 うちエコ診断で得られる世帯別用途別 CO2 排出量のデータを都道府県別世帯人数別に推計し、都道府県別

世帯人数別の CO2排出原単位を作成した上で、都道府県ごとの世帯人数別世帯数(総務省国勢調査：平成 27

年度)を乗じることにより、都道府県ごとの家庭からの排出割合を推計しました。 

※2 ただし、青森県、富山県、和歌山県、宮崎県については、平成 30 年度事業においてうちエコ診断が実施さ

れなかったことから、周辺の県の値を参考に都道府県別世帯人数別の CO2 排出原単位を作成した上で当該

件の世帯人数別世帯数を乗じて推計しました。 
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２．気候区分別の対策メニューの実施傾向（平成 30 年度） 
 

表 2 気候区分別の受診世帯による選択数が多かった対策メニュー 

 

※ 気候区分については、「住宅事業建築主の判断基準」に基づき地域を区分したものです。 

※ 気候区分Ⅵについては、診断実施件数が少なかったため、ⅠからⅤの地域のみ集計を行っております。 
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３．みなし CO2 排出削減量、および節約⾦額(平成 30 年度) 
 

 
図 2 世帯⼈数別の診断前後の CO2 排出量の⽐較 

 

 

図 3 世帯⼈数別の診断前後のみなし光熱燃料費節約⾦額 
※1 みなし CO2排出削減量とは、受診前の CO2排出量より受診後の CO2排出量を引いたものをここでは言いま 

す。なお、受診後の CO2 排出量は、受診者が診断時に選んだ対策のうち、3 ヶ月後のアンケート調査で「実

施した」あるいは「近く実施する予定」との回答があった対策を 1 年間継続実行したとみなし、その結果削

減された CO2排出量を示します。 

※2 みなし光熱燃料費節約金額とは、受診者が診断時に選んだ対策のうち、3 ヶ月後のアンケート調査で「実施 

した」あるいは「近く実施する予定」との回答があった対策を 1 年間継続実行したとみなし、その結果節約

された光熱燃料費を示します。 

※3 節約金額については、設備投資金額が含まれていません。 


